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○千歳市景観条例施行規則 

令和３年３月29日規則第22号 

千歳市景観条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市景観条例（令和３年千歳市条例第１号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（届出書等及び添付図書） 

第２条 景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）第16条の規定による届出又は通知は、

次の各号に掲げる届出等の区分に応じ、当該各号に定める様式により行わなければならない。 

(１) 法第16条第１項の規定による届出 景観計画区域内における行為の届出書（第１号様式） 

(２) 法第16条第２項の規定による届出 景観計画区域内における行為の変更届出書（第２号様

式） 

(３) 法第16条第５項の規定による通知 景観計画区域内における行為の通知書（第３号様式） 

２ 条例第７条第２項の規則で定める図書は、景観形成の配慮事項に係る対応説明書（第４号様式。

ただし、景観重点区域（条例第５条第２項に規定する景観重点区域をいう。以下同じ。）内にお

ける行為を届け出る場合にあっては、第５号様式。次項において同じ。）とする。 

３ 第１項第３号に掲げる通知をしようとする者は、同号に掲げる様式に景観形成の配慮事項に係

る対応説明書を添付するものとする。 

（事前協議） 

第３条 条例第８条の規定による協議をしようとする者は、景観重点区域内行為事前協議書（第６

号様式）に景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号）第１条第２項各号に掲げる図書を添

付して市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する図書のうち提出の必要がないと認めるとき

は、これを省略させることができる。 

３ 条例第８条の規定による協議は、当該協議に係る設計、施工方法又は事業計画等の変更が可能

な時期までに行うものとする。 

（適用除外行為） 

第４条 条例第11条第１号の規則で定める規模（工作物については、次の各号に掲げる工作物に限

る。）は、それぞれ別表第１に定める規模とする。ただし、景観重点区域内においては、それぞ

れ別表第２に定める規模とする。 
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(１) さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物（法第８条第２項第４号ロに規定する特定公

共施設、鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１項に規定する鉄道施設及び空港法（昭

和31年法律第80号）第２条に規定する空港の用に供するもの（次号において「特定公共施設等

供用工作物」という。）を除く。） 

(２) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物（特定公共施設等供用

工作物並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。） 

(３) 風力発電設備 

(４) 煙突その他これらに類する工作物 

(５) 物見塔その他これらに類する工作物 

(６) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物 

(７) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

(８) 自動車用車庫の用に供する立体的な施設 

(９) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 

(10) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な

施設 

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物 

(12) 太陽電池発電設備 

２ 条例第11条第２号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる法令の規定に基づき、許可若しく

は認可を受け、又は届出等をして行う行為とする。 

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第92条第１項、第93条第１項、第125条第１項及び

第127条第１項 

(２) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第10条第２項、第３項及び第６項、第20条第３項及び

第８項、第21条第３項、第33条第１項並びに第68条第１項後段 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第５条 条例第15条第１項第４号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 景観重要建造物を毀損するおそれのある樹木は、速やかに伐採すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認める

ときは、直ちに市長と協議し、当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐための措置を講ずる

こと。 

２ 条例第15条第２項第３号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 
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(１) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、当該景観重要樹木の保育の状況を定期的に点検

すること。 

(２) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議し、

当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること。 

（身分証明書） 

第６条 法第17条第８項の身分を示す証明書は、第７号様式によるものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木を表示する標識） 

第７条 法第21条第２項の規定により設置する標識は、第８号様式によるものとする。 

２ 法第30条第２項の規定により設置する標識は、第９号様式によるものとする。 

３ 前２項の標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所

に設置しなければならない。 

（審議会） 

第８条 条例第16条第１項に規定する千歳市景観審議会（以下「審議会」という。）の会議は、条

例第18条第１項に規定する会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員（条例第16条第５項の特別委員を含む。次項において同じ。）の半数以上の出

席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、まちづくりの景観担当課において行う。 

（委任） 

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年５月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

１ 法第16条第１項第１号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

(１) 新築又は移転 高さ13メートルかつ延べ面積2,000平方メートル（都市計画法

（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に掲げる地域の
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うち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工

業専用地域においては、高さ20メートルかつ延べ面積3,000

平方メートル） 

(２) 増築又は改築 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 

ア 増築前又は改築前の建築物の規模が前号に規定する規

模以下のとき 増築後又は改築後の建築物の規模が前号

に規定する規模 

イ 増築前又は改築前の建築物の規模が前号に規定する規

模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の床面積の合

計が10平方メートル 

(３) 外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の

変更（以下「修繕等」という。） 

当該建築物の全ての立面において修繕等の部分の鉛直投影面

積が当該修繕等の部分がある立面の鉛直投影面積の２分の１

（修繕等に係る建築物の規模が前号に規定する規模以下の場

合にあっては、２分の２） 

２ 法第16号第１項第２号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

(１) 新築又は移転 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 

ア 第４条第１項第１号に掲げる工作物 高さ５メートル 

イ 第４条第１項第２号から第４号までに掲げる工作物 

高さ15メートル（建築物と一体となって設置される工作

物にあっては、当該工作物の高さ５メートル又は地盤面

から当該工作物の上端までの高さ15メートル） 

ウ 第４条第１項第５号に掲げる工作物 高さ13メートル

（建築物と一体となって設置される工作物にあっては、

当該工作物の高さ５メートル又は地盤面から当該工作物

の上端までの高さ13メートル） 

エ 第４条第１項第６号から第11号までに掲げる工作物 

高さ13メートルかつ築造面積2,000平方メートル 

オ 第４条第１項第12号に掲げる工作物 高さ５メートル
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かつ築造面積2,000平方メートル 

(２) 増築又は改築 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 

ア 増築前又は改築前の工作物の規模が前号に規定する規

模以下のとき 増築後又は改築後の工作物の規模が前号

に規定する規模 

イ 増築前又は改築前の工作物の規模が前号に規定する規

模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の築造面積の

合計が10平方メートル 

(３) 修繕等 当該工作物の全ての立面において修繕等の部分の鉛直投影面

積が当該修繕等の部分がある立面の鉛直投影面積の２分の１

（修繕等に係る工作物の規模が第１号に規定する規模以下の

場合にあっては、２分の２） 

３ 法第16号第１項第３号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

都市計画法第４条第12項に規定す

る開発行為 

当該行為に係る土地面積10,000平方メートルかつ当該行為に

伴い生ずる法面又は擁壁の高さ５メートル 

別表第２（第４条関係） 

１ 法第16条第１項第１号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

(１) 新築又は移転 延べ面積10平方メートル 

(２) 増築又は改築 延べ面積10平方メートル 

(３) 修繕等 面積10平方メートル 

２ 法第16号第１項第２号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

(１) 新築又は移転 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 

ア 第４条第１項第１号に掲げる工作物 高さ1.5メート

ル 

イ 第４条第１項第２号から第５号までに掲げる工作物 

高さ５メートル 
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ウ 第４条第１項第６号から第11号までに掲げる工作物 

高さ５メートル又は築造面積10平方メートル 

エ 第４条第１項第12号に掲げる工作物 事業の敷地面積

300平方メートル 

(２) 増築又は改築 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 

ア 第４条第１項第１号に掲げる工作物 高さ1.5メート

ル 

イ 第４条第１項第２号から第５号までに掲げる工作物 

高さ５メートル 

ウ 第４条第１項第６号から第11号までに掲げる工作物 

高さ５メートル又は築造面積10平方メートル 

エ 第４条第１項第12号に掲げる工作物 事業の敷地面積

300平方メートル 

(３) 修繕等 前２号に規定する規模以上の場合であって、修繕等の面積10

平方メートル 

３ 法第16号第１項第３号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

都市計画法第４条第12項に規定す

る開発行為 

当該行為に係る土地面積300平方メートル又は当該行為に伴

い生ずる法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル 

４ 条例第７条各号に掲げる行為 

行為の区分 規模 

(１) 条例第７条第１項第１号に

掲げる行為 

当該行為に係る土地面積300平方メートル又は当該行為に伴

い生ずる法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル 

(２) 条例第７条第１項第２号に

掲げる行為 

高さ５メートル又は伐採面積50平方メートル 

(３) 条例第７条第１項第３号に

掲げる行為 

堆積期間が90日かつ法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル又

は土地面積50平方メートル 

(４) 条例第７条第１項第４号に

掲げる行為 

法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル又は水面面積300平方メ

ートル 
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(５) 条例第７条第１項第５号に

掲げる行為 

高さ10メートル 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第２条関係） 
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第４号様式（第２条関係） 
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第５号様式（第２条関係） 



19/25 



20/25 

 



21/25 

第６号様式（第３条関係） 
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第７号様式（第６条関係） 
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第８号様式（第７条関係） 

 

第９号様式（第７条関係） 

 


